
介護保険による給付サービスをご利用する場合は、原則として利用料金の1割が自己負担となります。(下記に示した
サービス内容に応じた利用料金となります)但し、平成２７年８月より、一定以上所得のあるご利用者様は負担割合証
に応じ、1割または2割の額となります。※保険給付対象外のサービスを利用された場合は、別途、料金が発生します。

※ 送迎を実施していない場合（ご利用者様が自ら通う場合、ご家族様が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施して

いない場合）は減算します。（片道４７円）

注１）サービス提供体制強化加算Ⅰイとは当事業所において介護福祉士の割合が常勤換算で５０％以上配置されている場合。

注２）介護職員処遇改善加算Ⅰの単位数は基本料金の単位数と各種加算料金の単位数の合計に4.0％を乗じて計算されます。

※ 入浴・送迎につきましては上記利用料金に含まれておりますが、１か月の支払いとなりますのでご注意ください。

※ 上記の利用料金は、国が定める介護保険の給付単位数に流山市（７級地）の地域区分単価１０.１４円を乗じて算出して
いるため、計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。

介護職員処遇改善加算Ⅰ

５３１円

５８７円

１　通所介護（介護給付）　利用料金自己負担額（日額）

要介護１の方 ３６９円 ５５４円 ６３６円

３時間以上
５時間未満利用

５時間以上
７時間未満利用

７時間以上
９時間未満利用

入浴介助加算 ５０円／日

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ　注１ １８円／回

※該当者

※区分支給限度額管理の対象外

個別機能訓練加算(Ⅰ) ４６円／日 ※該当者

６５６円

７５６円

８５７円

９５９円

７５２円

８７１円

９９０円

１，１１０円

要介護２の方

要介護３の方

要介護４の方

要介護５の方

４２２円

４７８円

１４６円

※区分支給限度額管理の対象外

※区分支給限度額管理の対象外

２２８円 ※該当者

２　介護予防通所介護（予防給付）　利用料自己負担額（月額）

要支援１の方

要支援２の方

１，６７０円／月

３，４２４円／月

要支援１の方

運動器機能向上加算

サービス提供体制強化加算Ⅰ

デイサービスセンターはまなす苑　利用料金表

個別機能訓練加算(Ⅱ) ５６円／日 ※該当者

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)　注２ 4.0％×所定単位数／月 ※区分支給限度額管理の対象外

所定単位数×4.0％ ※区分支給限度額管理の対象外

要支援２の方

７３円



※ 入浴・送迎につきましては上記利用料金に含まれておりますが、１か月の支払いとなりますのでご注意ください。

※ 上記の利用料金は、流山市が定める総合事業の介護予防通所介護相当サービス日に流山市（７級地）の地域区分
単価１０.１４円を乗じて算出しているため、計算過程の端数処理により、実際の請求額と異なる場合があります。

サービス提供体制強化加算Ⅰ

運動器機能向上加算

３，４２４円／月

２２８円 ※該当者

所定単位数×4.0％

事業対象者の方 １，６７０円／月

事業対象者の方 ７３円

要支援１の方 ７３円

介護職員処遇改善加算Ⅰ

時間延長

※提供時間：１８時

弁当 ３５０円 ※７時間以上９時間未満利用の方が希望された場合

要支援２の方 １４６円

要支援１の方 １，６７０円／月

要支援２の方

サービス提供時間を超えた場合、３０分あたり３４５～６４５円

昼食 ３５０円（おやつ代含む）

紙オムツ等

実費

実費

※レクリエーションの材料費・特別行事へ
の参加費等をいただく場合があります。

夕食 ５００円

４　その他の料金　―　全額お客様負担となります。

３　介護予防通所介護相当サービス（総合事業）　利用料自己負担額（月額）

※特別食は６５０円となります。

レクリエーション費等


